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元教教人第 16 号 

令和元年９月３日 
 

各 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 教 育 委 員 会 人 事 主 管 課 長 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 員 免 許 事 務 主 管 課 長 

各都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課長 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課長 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 長 

各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課 長 

大学又は高等専門学校を設置する各地方公共団体担当課長   殿 

文 部 科 学 大 臣 所 轄 各 学 校 法 人 担 当 課 長 

大 学 を 設 置 す る 各 学 校 設 置 会 社 担 当 課 長 

構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 1 2 条 第 1 項 の 認 定 を 

受 け た 地 方 公 共 団 体 の 学 校 設 置 会 社 担 当 課 長 

独立行政法人国立高等専門学校機構本部事務局担当課長 

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課 長 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長 

 
 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長 
（ 公 印 省 略 ） 

 
文 部 科 学 省 初 等 中 等教 育 局 財 務 課 長 
（ 公 印 省 略 ） 

 

文 部 科 学 省 高 等 教 育局 私 学 行 政 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法

律の整備に関する法律による学校教育法、教育職員免許法及び私立学校

法の一部改正について（通知） 
 
 

第 198 回国会において成立し、令和元年６月 14 日に公布された成年被後見人等の権利の

制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律（令和元年法律第 37
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号。以下「一括整備法」という。別添１参照。）により、学校教育法（昭和 22年法律第 26

号）、教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）及び私立学校法（昭和 24 年法律第 270

号）が改正されました（別添２参照）。一括整備法の成立については、令和元年６月 24日

付けで内閣府成年被後見人等権利制限見直し担当室長から各都道府県知事に対して通知さ

れていますので、添付いたします（別添３）。また、一括整備法の成立に伴う地方公務員法

の一部改正について、令和元年６月 24日付けで総務省自治行政局公務員部公務員課長から 

各都道府県総務部長 （人事担当課、市町村担当課、区政課扱い） 、各都道府県人事委員会

事務局長 、各政令指定都市総務局長 （人事担当課扱い）及び各政令指定都市人事委員会事

務局長に対して通知されていますので、添付いたします（別添４）。 

この一括整備法は、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成 28年法律第 29 号）に

基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人（以下「成年被後見人等」という。）の人権

が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等

に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るものです。 

貴職におかれては、一括整備法の趣旨に則り、下記事項に留意の上、関係する条例や規則

等の整備を行う等、施行に遺漏のないよう格別の御配慮をいただくとともに、それぞれの資

格・職種・業務等にふさわしい能力の有無を個別的・実質的に審査し、判断するようお願い

いたします。 

各都道府県教育委員会におかれては域内の市区町村教育委員会（指定都市教育委員会を

除く。）に対して、各都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等に対して、

構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第 1 項の認定を受けた地方公共団

体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社に対して、この旨周知いただき

ますようお願いいたします。 

 

 

記 

 
１．改正内容 
（１） 学校教育法の一部改正（一括整備法 67条関係） 

  成年被後見人等が校長又は教員となることができないとする規定を削除したこ

と（一括整備法による改正後の学校教育法第９条（専修学校又は各種学校に準用す

る場合を含む。）関係）。 

 
 
（２） 教育職員免許法の一部改正（一括整備法第 68条関係） 

 成年被後見人等が免許状を授与されないとする規定を削除し（一括整備法によ

る改正後の教育職員免許法第５条第１項関係）、その他所要の規定を整備したこと。 
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（３） 私立学校法の一部改正（一括整備法 69条関係） 
学校法人の役員となることができない者について、学校教育法第９条各号のい

ずれかに該当する者及び心身の故障のため役員の職務の適正な執行ができない者

として文部科学省令で定めるものとし（一括整備法による改正後の私立学校法第

38 条第８項関係）、その他所要の規定を整備したこと。 
 
 
２．施行期日 

   公布の日から起算して６月を経過した日（令和元年 12 月 14 日）（一括整備法附則第

１条第２号関係）としたこと。 
 
 
３．留意事項 
（１）都道府県教育委員会等の権限に係る資格・職種・業務等について 

一括整備法の対象である資格・職種・業務等の中には、都道府県教育委員会等の権

限に係るものが含まれており、これに関する条例・規則等の整備及びその運用に当た

っては、実質的に成年被後見人等を資格等から排除するようなものとはしないこと、

心身の故障があることをもって直ちに資格等から排除することなく、資格等にふさ

わしい能力の有無を的確に審査・判断することなど、一括整備法の趣旨や、障害者権

利条約、障害者差別解消法の趣旨を踏まえた適切な対応をされたいこと。 
 （２）各地方公共団体の条例・規則等について 

各地方公共団体の条例・規則等において定められている成年被後見人等の権利に

係る制限を設けている制度について、「成年被後見人等の権利に係る制限が設けられ

ている制度の見直しについて（議論の整理）」（平成 29 年 12 月１日成年後見制度利

用促進委員会）の方針を踏まえ、速やかに見直しに向けた対応をされたいこと。 
（３）成年被後見人等に係る選考等の取扱いについて 
   成年被後見人等に係る選考等の取扱いについて、選考等に係る成年被後見人等か

らの申込の受付が一括整備法の施行日以前であっても、選考等の実施時点が一括整

備法の施行日以降である場合は、その受付を行わないことがないようにすること。 
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【別添資料】 
別添１ 一括整備法の概要 
別添２ 一括整備法（本文・新旧対照表）（関係部分抜粋） 
別添３ 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整

備に関する法律」の成立について（令和元年６月 24 日付け府成見第２号内閣府成

年被後見人等権利制限見直し担当室長通知） 
別添４ 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備 

に関する法律による地方公務員法の一部改正について（通知）（令和元年６月 24 日

付け総行公第 33 号総務省自治行政局公務員部公務員課長通知） 
※本通知の別添資料は省略する。 

 
 
 

本件連絡先 
＜学校教育法について＞  
 文部科学省初等中等教育局財務課 
 電 話：03-5253-4111（内線：2588） 
 e-mail：zaimu@mext.go.jp 
＜教育職員免許法について＞ 
 文部科学省総合教育政策局教育人材政策課 
 電 話：03-5253-4111（内線：3968） 
 e-mail：menkyo@mext.go.jp 
＜私立学校法について＞  

文部科学省高等教育局私学行政課 
 電 話：03-5253-4111（内線：2532） 
 e-mail：sigakugy@mext.go.jp 



成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の概要

成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成28年法律第29号）に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人（成年被後

見人等）の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その
他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための措置を講ずる。

【改正内容】
成年被後見人等を資格・職種・業務等から一律に排除する規定等（欠格条項）を設けている各制度について、心身の

故障等の状況を個別的、実質的に審査し、各制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定（個別審査規定）へと適正
化するとともに、所要の手続規定を整備する（180法律程度）。

（1）公務員等 ： 国家公務員法、自衛隊法等
⇒原則として現行の欠格条項を単純削除。
※現行制度において、採用時に試験や面接等により適格性を判断し、その後、心身の故障等により職務を行うことが難しい場合においても病気休
職、分限などの規定が既に整備されている。

（2）士業等 ： 弁護士法、医師法等
⇒原則として現行の欠格条項の削除を行い、併せて個別審査規定を整備。なお、就任時に試験や個別審査規定により適格性を判断し、

その後、心身の故障等により職務を行うことが難しい場合の登録の取消しなどの規定が既に整備されている場合、現行の欠格条項
を単純削除。

（3）法人役員等 ： 医療法（医療法人）、信用金庫法（信用金庫）等
⇒原則として役員の欠格事由から成年被後見人等を削除し、併せて個別審査規定を整備。なお、個別審査規定が既に整備されている

場合、役員の欠格事由から成年被後見人等を単純削除。

（4）営業許可等 ： 貸金業法（貸金業の登録）、建設業法（建設業の許可）等
⇒原則として現行の欠格条項の削除を行い、併せて個別審査規定を整備。なお、個別審査規定が既に整備されている場合、現行の欠

格条項を単純削除。

（5）法人営業許可等 ⇒ 上記（４）と同様

【施行期日】 ①欠格条項を削除するのみのもの→原則として公布の日
②府省令等の整備が必要なもの→原則として公布の日から３月
③地方公共団体の条例等又はその他関係機関の規則等の整備が必要なもの→原則として公布の日から６月
④上記により難い場合→個別に定める日
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成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

第
一
条
～
第
六
十
六
条

（
略
）

（
学
校
教
育
法
の
一
部
改
正
）

第
六
十
七
条

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
禁
錮
」
を
「
禁
錮
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
中
第
三
号

こ

を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。

（
教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
改
正
）

第
六
十
八
条

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
禁
錮
」
を
「
禁
錮
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
中

こ

第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
す
る
。

第
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
四
条
第
一
号
中
「
、
第
四
号
又
は
第
七
号
」
を
「
又
は
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
二
中
「
、
第
四
号
若
し
く
は
第
七
号
」
を
「
若
し
く
は
第
六
号
」
に
改
め
る
。

（
私
立
学
校
法
の
一
部
改
正
）
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第
六
十
九
条

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
中
「
職
務
の
」
の
下
に
「
適
正
な
」
を
加
え
る
。

第
三
十
八
条
第
八
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

８

次
に
掲
げ
る
者
は
、
役
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

学
校
教
育
法
第
九
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

二

心
身
の
故
障
の
た
め
役
員
の
職
務
の
適
正
な
執
行
が
で
き
な
い
者
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の

第
七
十
条
～
第
百
七
十
四
条

（
略
）

附
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規

定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

（
略
）

二

第
三
条
、
第
四
条
、
第
五
条
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
二
章
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第
二
節
及
び
第
四
節
、
第
四
十
一
条
（
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
八
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
四
十

二
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
、
第
五
十
条
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
七
条
、
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
六
条

か
ら
第
六
十
九
条
ま
で
、
第
七
十
五
条
（
児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
二
十
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
七
十
六
条
、

第
七
十
七
条
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
条
、
第
八
十
二
条
、
第
八
十
四
条
、
第
八
十
七
条
、
第
八
十
八
条
、
第
九
十
条

（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
三
十
条
の
十
九
第
二
項
第
一
号
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
九
十
五
条
、
第
九
十
六
条
、

第
九
十
八
条
か
ら
第
百
条
ま
で
、
第
百
四
条
、
第
百
八
条
、
第
百
九
条
、
第
百
十
二
条
、
第
百
十
三
条
、
第
百
十
五
条
、

第
百
十
六
条
、
第
百
十
九
条
、
第
百
二
十
一
条
、
第
百
二
十
三
条
、
第
百
三
十
三
条
、
第
百
三
十
五
条
、
第
百
三
十
八

条
、
第
百
三
十
九
条
、
第
百
六
十
一
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
、
第
百
六
十
六
条
、
第
百
六
十
九
条
、
第
百
七
十
条
、

第
百
七
十
二
条
（
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
改

正
規
定
に
限
る
。
）
並
び
に
第
百
七
十
三
条
並
び
に
附
則
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
及
び
第

二
十
三
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日

三
・
四

（
略
）

第
二
条
～
第
二
十
九
条

（
略
）
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【
文
部
科
学
省
関
係
】

○

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
（
第
六
十
七
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
校
長
又
は
教
員
と
な
る
こ
と
が

第
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
校
長
又
は
教
員
と
な
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

で
き
な
い
。

（
削
る
）

一

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

一

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

二

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

こ

二
〜
四

（
略
）

三
〜
五

（
略
）
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○

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
（
第
六
十
八
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
授
与
）

（
授
与
）

第
五
条

普
通
免
許
状
は
、
別
表
第
一
、
別
表
第
二
若
し
く
は
別
表
第
二
の
二
に
定
め

第
五
条

普
通
免
許
状
は
、
別
表
第
一
、
別
表
第
二
若
し
く
は
別
表
第
二
の
二
に
定
め

る
基
礎
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
大
学
若
し
く
は
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
す
る
養
護
教

る
基
礎
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
大
学
若
し
く
は
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
す
る
養
護
教

諭
養
成
機
関
に
お
い
て
別
表
第
一
、
別
表
第
二
若
し
く
は
別
表
第
二
の
二
に
定
め
る

諭
養
成
機
関
に
お
い
て
別
表
第
一
、
別
表
第
二
若
し
く
は
別
表
第
二
の
二
に
定
め
る

単
位
を
修
得
し
た
者
又
は
そ
の
免
許
状
を
授
与
す
る
た
め
行
う
教
育
職
員
検
定
に
合

単
位
を
修
得
し
た
者
又
は
そ
の
免
許
状
を
授
与
す
る
た
め
行
う
教
育
職
員
検
定
に
合

格
し
た
者
に
授
与
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、

格
し
た
者
に
授
与
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、

授
与
し
な
い
。

授
与
し
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
削
る
）

三

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

三

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

四

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

こ

四
〜
六

（
略
）

五
〜
七

（
略
）

２
〜
７

（
略
）

２
〜
７

（
略
）

（
失
効
）

（
失
効
）

第
十
条

免
許
状
を
有
す
る
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

第
十
条

免
許
状
を
有
す
る
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
免
許
状
は
そ
の
効
力
を
失
う
。

そ
の
免
許
状
は
そ
の
効
力
を
失
う
。

一

第
五
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
六
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

一

第
五
条
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
又
は
第
七
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
通
知
）

（
通
知
）

第
十
四
条

所
轄
庁
（
免
許
管
理
者
を
除
く
。
）
は
、
教
育
職
員
が
、
次
の
各
号
の
い

第
十
四
条

所
轄
庁
（
免
許
管
理
者
を
除
く
。
）
は
、
教
育
職
員
が
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
免
許
管
理
者
に
通
知

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
免
許
管
理
者
に
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
五
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
六
号
に
該
当
す
る
と
き
。

一

第
五
条
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
又
は
第
七
号
に
該
当
す
る
と
き
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
報
告
）

（
報
告
）

第
十
四
条
の
二

学
校
法
人
等
は
、
そ
の
設
置
す
る
私
立
学
校
の
教
員
に
つ
い
て
、
第

第
十
四
条
の
二

学
校
法
人
等
は
、
そ
の
設
置
す
る
私
立
学
校
の
教
員
に
つ
い
て
、
第

五
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
六
号
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
、
又
は
当
該
教

五
条
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
若
し
く
は
第
七
号
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
、
又

員
を
解
雇
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
解
雇
の
事
由
が
第
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は

は
当
該
教
員
を
解
雇
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
解
雇
の
事
由
が
第
十
一
条
第
一
項

第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の

若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
速
や

旨
を
所
轄
庁
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
に
そ
の
旨
を
所
轄
庁
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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○

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
（
第
六
十
九
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
委
員
の
解
任
）

（
委
員
の
解
任
）

第
十
四
条

都
道
府
県
知
事
は
、
私
立
学
校
審
議
会
の
委
員
が
心
身
の
故
障
の
た
め
職

第
十
四
条

都
道
府
県
知
事
は
、
私
立
学
校
審
議
会
の
委
員
が
心
身
の
故
障
の
た
め
職

務
の
適
正
な
執
行
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
そ
の
他
委
員
と
し
て
必
要
な
適
格
性

務
の
執
行
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
そ
の
他
委
員
と
し
て
必
要
な
適
格
性
を
欠
く

を
欠
く
に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
私
立
学
校
審
議
会
の
議
を
経
て
、
こ
れ
を
解

に
至
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
私
立
学
校
審
議
会
の
議
を
経
て
、
こ
れ
を
解
任
す
る

任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

（
役
員
の
選
任
）

（
役
員
の
選
任
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）

２
〜
７

（
略
）

２
〜
７

（
略
）

８

次
に
掲
げ
る
者
は
、
役
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

８

学
校
教
育
法
第
九
条
（
校
長
及
び
教
員
の
欠
格
事
由
）
の
規
定
は
、
役
員
に
準
用

一

学
校
教
育
法
第
九
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

す
る
。

二

心
身
の
故
障
の
た
め
役
員
の
職
務
の
適
正
な
執
行
が
で
き
な
い
者
と
し
て
文
部

科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
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府 成 見 第 ２ 号 

令和元年６月 24日 

 

各都道府県知事 殿 

 

 

内閣府成年被後見人等権利制限見直し担当室長 

（公印省略） 

 

 

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」 

の成立について 

 

 

 成年後見制度の利用促進につきましては、平素より御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

 この度、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成 28年法律第 29号）及び成年後見制度利用促

進基本計画（平成 29 年３月 24日閣議決定）に基づく「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正

化等を図るための関係法律の整備に関する法律」（以下「一括整備法」という。）が令和元年６月７日に

成立し、同月 14日に公布されました。 

一括整備法は、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由として不当に差

別されないよう、187の法律（他の法律の欠格条項を準用等している法律を含む。）における成年被後見

人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の見直しを行うものです。今回の改正により、今後

は、成年後見制度を利用していることを理由として資格・職種・業務等から一律に排除するのではなく、

それぞれの資格・職種・職種等にふさわしい能力の有無を個別的・実質的に審査し、判断することとな

ります。各制度の改正に係る施行期日については、概ね、公布日施行、公布の日から起算して３月又は

６月を経過した日に施行するものとされており、いずれも公布日からの期間が短いことや多分野にわた

る多数の法律を改正するものであることから（下記Ⅲ参照）、法改正の趣旨を踏まえつつ貴職におかれ

ましてはそのリーダーシップの下で早急に施行に向けた準備を進めていただきますようお願いいたし

ます。 

なお、今後は、関係法律の所管府省において、その円滑な施行に努めることとされており、施行に向

けた詳細については関係法律の所管府省からそれぞれ通知等がなされるものと考えていますが、当室か

らも一括整備法の施行に向けた留意事項について下記のとおり通知いたしますので、御参照下さい。 

管下の市区町村に対しては、市区町村長を始め、関係する担当課にもれなく今回の法改正の趣旨やそ

れを踏まえた施行準備、対応等が適切に行われるよう、貴職から確実に御周知いただきますよう併せて

お願い申し上げます。 

 

 

記 

 

（資料１） 
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Ⅰ．一括整備法の概要及び法律の趣旨を踏まえた対応のお願いについて（資料 1～３参照） 

 一括整備法は、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由として不当に差

別されないよう、地方公務員法等も含め、各法律において定められている資格・職種・業務等における

成年被後見人等に係る欠格条項その他権利の制限に係る措置を一括して見直すものです。これにより、

今後は、成年後見制度を利用していることを理由として一律に排除するのではなく、各資格・職種・業

務等にふさわしい能力の有無を個別的・実質的に審査し、判断することとなります。 

一括整備法の対象である資格・職種・業務等の中には、都道府県知事等の権限に係るものが含まれて

おり、関係法律の所管府省からは、場合によっては条例・規則等の整備が必要になるものも想定される

との連絡を受けています。詳細については、所管府省からおって通知等がなされるものと考えています

が、かかる条例・規則等の整備及びその運用に当たっては、実質的に成年被後見人等を資格等から排除

するようなものとはしないこと、心身の故障があることをもって直ちに資格等から排除することなく、

資格等にふさわしい能力の有無を的確に審査・判断することなど、上記の一括整備法の趣旨や、障害者

権利条約、障害者差別解消法の趣旨を踏まえた適切な対応をお願いいたします。 

なお、一括整備法の内容については、内閣府ホームページに掲載している法律案（ＵＲＬを末尾に記

載）、「法律の概要」（資料１）、「見直し法律リスト」（資料２）及び「衆議院修正案」（資料３）を御参照

下さい。 

 

Ⅱ．条例等で定めている成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の見直しについ

て 

 上記Ⅰのとおり、一括整備法の成立により、成年被後見人等に係る欠格条項その他権利の制限に係る

措置が一括して見直されました。また、「成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度の見

直しについて（議論の整理）」（平成 29 年 12 月１日成年後見制度利用促進委員会。以下「議論の整理」

という。）においては、各府省において、一括整備法の成立以降、新たに成年被後見人等の権利に係る制

限を設けないよう留意することとされています。さらに、議論の整理では、各府省において、政省令や

通知などに基づいて成年被後見人等の権利に係る制限を設けている制度についても、今回の一括整備法

による見直しを踏まえ、可及的速やかに見直しを行うべきとされています。こうした方針に基づき、今

後、各府省においては、政省令や通知（各地方公共団体に対して条例、規則等の例を示しているものも

含む。）の見直しに取り組んでいくこととなりますが、各地方公共団体の条例、規則等において定められ

ている成年被後見人等の権利に係る制限を設けている制度についても、こうした政府の方針を踏まえ、

速やかに見直しに向けた対応をお願いいたします。 

 

Ⅲ．一括整備法の施行期日 

 一括整備法による各法律の改正については、原則として、以下の区分に従って順次施行されます。 

① 成年被後見人等の欠格条項を単純削除するのみで省令等の整備が必要ないもの 公布日（令和元

年６月 14日） 

② 省令等の整備が必要なもの 公布の日から３月を経過した日（令和元年９月 14日） 

③ 地方公共団体の条例等の整備、外部団体との調整が必要なもの 公布の日から６月を経過した日

（令和元年 12月 14日） 

④ その他 個別に定める日（建築士法等 令和元年 12月１日） 
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参考 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

案」（平成 30 年３月 13日閣議決定）の要綱、案文、理由、新旧対照条文、参照条文については、

内閣府ホームページにて全文を掲載しています。 

ＵＲＬ：https://www.cao.go.jp/houan/196/index.html 

※法案は衆議院において修正されています（土地改良法の改正規定（法案第 111 条）を削除し、

建築士法等の改正規定の施行日（法案附則第１条第３号）を平成 30年 12月１日から令和元年

12月１日に修正）。修文案は資料３を御参照下さい。 

    

資料 1 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

の概要 

資料 2 見直し法律リスト 

資料 3 衆議院修正案（要綱、案文、新旧対象条文） 

 

担当：内閣府成年被後見人等権利制限見直し担当室 
              西村、藤野、川上、金柄 

   ＴＥＬ：０３－３５８１－１８７５（直通） 
メール：shintaro.nishimura.a8s@cao.go.jp 

nishimura-shintarou@mhlw.go.jp 
masahiro.fujino.f9v@cao.go.jp 

fujino-masahiro@mhlw.go.jp         
       keiko.kawakami.y2r@cao.go.jp 

takuya.kanetsuka.b9k@cao.go.jp 
※内閣府成年被後見人等権利制限見直し担当室は 
 令和元年７月中旬を目途に廃止されます。   
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総 行 公 第 ３ ３ 号 

令 和 元 年 ６ 月 2 4 日 

 

 各 都 道 府 県 総 務 部 長 

 （人事担当課、市町村担当課、区政課扱い） 

 各都道府県人事委員会事務局長 

 各 政 令 指 定 都 市 総 務 局 長 

 （ 人 事 担 当 課 扱 い ） 

 各政令指定都市人事委員会事務局長 

 

総務省自治行政局公務員部公務員課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための

関係法律の整備に関する法律による地方公務員法の一部改正につ

いて（通知） 

 

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の

整備に関する法律（令和元年法律第３７号。以下「一括整備法」という。）が、

令和元年６月１４日に公布され、同法の中で地方公務員法（昭和２５年法律第２

６１号）の一部が改正されました。 

 この一括整備法は、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８年法律

第２９号）に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人（以下「成年被後見

人等」という。）の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に

差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る

措置の適正化等を図るものです。 

 貴職におかれては、一括整備法の趣旨に則り、下記事項に留意の上、その施行

に遺漏のないよう格別の御配慮をお願いいたします。 

 おって、貴都道府県内の市区町村等に対してもこの旨周知いただきますよう

お願いします。 

また、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、

各市区町村に対して本通知についての情報提供を行っていることを申し添えま

す。 

 なお、本通知は、地方公務員法第５９条（技術的助言）、地方自治法第２４５

条の４（技術的な助言）に基づくものです。 

殿 

 

shota-inoue
テキスト ボックス
別添４



 

記 

 

第１ 地方公務員法の一部改正（一括整備法第４４条関係） 

（１） 成年被後見人等は、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受ける

ことができないとする規定を削除すること（一括整備法による改正後の

地方公務員法（以下「改正地公法」という。）第１６条関係）。 

（２） 職員は、成年被後見人等に該当するに至ったときは、その職を失うと

する規定を削除すること（改正地公法第２８条第４項関係）。 

（３） その他所要の規定を整備すること。 

 

第２ 施行期日 

公布の日から起算して６月を経過した日（令和元年１２月１４日）（一括整

備法附則第１条第２号関係）。 

 

第３ その他 

成年被後見人等に係る競争試験及び選考の取扱いについて、競争試験又は

選考の実施時点が、一括整備法の施行期日以降である場合は、競争試験等に係

る成年被後見人等からの申込の受付を行わないことがないよう留意すること。 

 


